
草 津 市 民 憲 章   （黙読） 

私たち草津市民は 

一、古い歴史にとけあった新しい文化をつくり 

住みよい街を作るためにあたたかい心をも 

ちあってともにあすへの歩みをすすめましょう。 

一、豊かな生産に努めましょう。 

一、高い教養を伸ばしましょう。 

一、明るい環境を整えましょう。 

一、良い風習を育てましょう。 

 

令和 ３ 年度 

笠 山 町 自 主 防 災 学 習 会 
 

と  き     令和３年 11月２７日（土） １９ 時～ 

ところ     笠山会館 2階 大ホール 

学習テーマ  自然災害における対応 

「自然災害時における行動との対策」について学ぶ 

ながれ    １９：００～ 町内会長あいさつ 

        １９：０５～ 協力講師紹介 

              草津市危機管理課   橋本様、藤野様 

１９：１０～ 学習会  

        ２０：１５～ 委員会より案内 

        ２０：２５～ 閉会あいさつ 

               会場後片付け 

                           

プログラム 

１. 開会のことば 

２. 草津市民憲章唱和 

３. 町内会長あいさつ 

進行について説明 

４. 協力講師紹介 

５． 学習会 

６. 閉会のことば 

 

✰より安全なまちを目指すために当委員会を軸に、防災組織委員会 

（有事に備えた連携組織）と連携を深め活動に取組む 

◇火災は、持ち場の率先行動 

◇震災は、支持を受けて行動 

 

役割・任務 

１．地域の火災予防に関する啓発活動 

２．火災発生時の初期消火ならびに公設消防団との連携  

３．公設消防団のおこなう予防運動行事の参加ならびに協力役割・任務 

４．火災や震災などの緊急時の対応ならびに予防対策 

５．上記に関連する近隣町内会との協力事業ならびに救護活動  



 

R３年１１月 27日（土）１９：００～ 笠山会館 2階で自主防災会学習会を開催しました。 
講師に草津市危機管理課より 2名の職員による講座をプロジェクト活用の講座で「地震災害に 
おける初動と避難」について、自助・共助は最も力を発揮する重要性と公助では限界もあるとの 

内容説明でした。（参加者：29名 コロナの影響対応で人数を絞って開催した） 



『災害対策基本法』とは、防災に関することを定める法律です。1959 年（昭和 34 年）の 9
月に紀伊半島先端に上陸した台風 15 号で 5,000 名以上もの被害者を出し甚大な経済的
ダメージを与えた「伊勢湾台風」をきっかけにこの法律が制定されました。 

『災害救助法』 

『災害救助法』は、災害対応に伴い地方自治体に発生する費用を国が負担することを規定し
ている法律です。 
ただし、災害救助法において対象になる費用は災害発生直後の応急救助に伴って発生する
ものに対してであり、復旧・復興の段階で発生する費用については対象外となります。 
『東日本大震災』 
2011年 3月 11日に発生した最高震度 7の大型地震 

2016 年(平成 28 年)4 月 14 日 21 時 26 分以降に熊本県と大分県で相次いで発生した
大型地震です。気象庁震度階級では最も大きいとされる震度 7 を観測し、東日本大震災以
来の大型地震として報道されました。 
さらに、最大震度 6 強の地震が 2 回、6 弱の地震が 3 回発生するなど、連続して震度 6 並
みの地震が発生する珍しい事態 
『西日本豪雨』 

2018年(平成 30年)6月 28日から 7月 8日にかけて西日本を中心に発生した集中豪雨 
『熊本地震』 
『令和 3年 7月伊豆山土砂災害』 
7 月 1 日から 3 日にかけて静岡県や神奈川県を中心に大雨が降り、神奈川県の箱根市で
72時間雨量が 800 ミリを超え、 
静岡県熱海市では土石流災害が発生しました。 
土石流 被害棟数 131棟・死者 22名・行方不明 5名 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

自主防災委員会学習会                          R3.11.27（土） 
                                     笠山会館２階 

（参考）                                            １９：００～２０：３０ 


